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令和５年度教育委員会臨時会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  令和６年２月２８日（水） 

        開会：午後１時  閉会：午後１時５５分 

 

２ 開催場所  災害対策本部室 

 

３ 会議次第 

○議案第４号 令和５年度大津市一般会計教育費及び学校給食事業特別会計２月補正予算 

に関する意見の申出に係る臨時代理について 

○議案第５号 大津市立小学校長の退職による任用の内申に係る臨時代理について 

○議案第６号 大津市教育委員会の所属職員の任免に係る臨時代理について 

○議案第７号 大津市立小中学校の校長及び教頭の任免の内申について 

 

４ 出席委員 

   島崎教育長、田村委員、大西委員 

 

５ 事務局出席者 

高野教育部長、小島教育部次長、冨永教育部次長、青山教育総務課長、中川同課長補佐、

駒井同課副参事、北同課主事、佐藤同課主事、杉江教職員室長、青木同室次長、東谷同室

主任指導主事、藤原学校給食課長 

 

６ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

７ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が臨時会の開会を宣言 

 

議題の非公開  議案第５号から議案第７号までについて非公開とすることを決定 

 

教育長報告 

 

○議案第４号 令和５年度大津市一般会計教育費及び学校給食事業特別会計２月補正予算に関

する意見の申出に係る臨時代理について 

 

【説 明】  

○小島教育部次長 本件は、市議会２月通常会議に提出する補正予算案に対して市長へ意見を

申し出るものであるが、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、原案に

対する意見はないものとして教育長が臨時に代理したため、教育委員会の承認を求めるもの

である。 

  一般会計教育費の補正額は、４億８,１１９万９千円の増額となり、補正後の予算総額は、

１５０億２,０５６万円となる。 

  内容については、通番４４「小学校大規模改造事業費」は、小学校の長寿命化改良事業及

びトイレ改修事業等の進捗に伴い、事業費の精算を行うほか、令和６年度の執行を予定して

いたトイレ改修事業において、国の補助金の前倒しによる追加内示があったことから、関係

する予算を計上するとともに、翌年度へ繰り越すものである。 

  通番４５「小学校校舎等改修事業費」は、新年度の特別支援学級に対応するため、教室の

間仕切り工事等の経費や、プールのろ過装置の改修経費を計上している。プールろ過装置に

ついては、年度内に部品の調達が困難なため、予算を繰り越すものである。 

 通番４６「中学校大規模改造事業費」は、小学校と同様、長寿命化改良事業等の進捗に伴う

精算並びに国の補助金の追加内示によるトイレ改修事業の予算計上及び繰越しを行うものであ

る。 

 通番４８「北部地域文化センター運営事業費」は、事業の進捗に伴う精算のほか、舞台調光

設備の操作卓改修工事について、年度内に機器の調達が困難なため、予算を繰り越すものであ

る。 

  学校給食事業特別会計の補正額は、６,８６６万１千円の増額となり、補正後の予算総額

は、２９億７,４６０万７千円となる。 

  内容については、ＰＦＩ方式で行っている東部学校給食共同調理場の管理運営に係る対価

について、物価変動に伴う改定を行うほか、消耗品費や光熱水費等の精算を行うものであ

る。 

 

【質 疑】 

○田村委員 通番４５について、支援学級は何学級あり、何学級増加するのか。 

○島崎教育長 中学校については、総数は今年度と比べて大きな増ではないが、小学校はかな

りの数の増級となっている。詳細については後ほど資料を提供させていただく。 

 

【採 決】 承認 

 

 

○議案第５号 大津市立小学校長の退職による任用の内申に係る臨時代理について 

○議案第６号 大津市教育委員会の所属職員の任免に係る臨時代理について 

 

【説 明】  

○杉江教職員室長 議案第５号は、市立小学校長の退職による後任の任用について、地方教育
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行政の組織及び運営に関する法律第３８条第１項の規定により、市教育委員会の内申をまっ

て県教育委員会が行うものであるが、教育委員会会議を開く時間的余裕がなく、教育長が臨

時に代理して内申を行ったため、教育委員会の承認を求めるものである。 

  内容については、後任の校長に、大津市教育委員会葛川少年自然の家所長を充てることと

したものである。 

  議案第６号について、大津市教育委員会の所属職員の任免は、委員会の議決事項である

が、議案第５号と同様、教育長が臨時に代理したものである。 

  内容としては、葛川少年自然の家所長を小学校長に充てることから、所長は大津市教育委

員会を退職となり、その後任として、教育部次長を所長兼務としたものである。 

 

【質 疑】 

○島崎教育長 現在の当該小学校は、どのような状況か。 

○杉江教職員室長 新校長からは、急なことで戸惑いはあったが、校長不在の間学校を保って

いた教頭から状況を聞きながら、また、地域の方々とも挨拶を交わしながら、業務に当たっ

ていると聞いており、現在のところ学校の状況は安定していると捉えている。 

 

【採 決】 承認 

 

 

○議案第７号 大津市立小中学校の校長及び教頭の任免の内申について 

 

【説 明】  

○杉江教職員室長 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３８条第１項の規定

により、市立小・中学校の校長及び教頭の任免について内申するものである。 

管理職の配置については、人事異動基本方針に沿って、明確な構想をもって自主的・自律的

な学校経営・学校運営を行い、本市の教育課題及び各学校の課題に的確に対処しうる管理職員

を、市内小・中学校の状況等を総合的に勘案し、配置案を作成した。 

  今年度末は、６０歳に達し役職定年を迎える校長が小学校９人、中学校３人の計１２人お

り、教頭はいない。また、再任用が終了する校長が小学校１人、中学校１人の計２人であ

る。なお、教頭の１人が都合により教諭に降任する。一方で、校長級への昇任が１４人、教

頭級への昇任は１５人となっている。 

  全体の異動率は、校長級、教頭級ともに昨年より若干大きくなっている。 

 

【質 疑】 （非公開） 

 

【採 決】 可決 

 

 

閉会 教育長が臨時会の閉会を宣言 

 


